
小学校 •中学校において、学校生活を送るにあたり、保護者の方にご負担いただくものがあります。下記は一例であ
り、あくまでも目安です。

〈無償のもの〉
●入学金、学校給食費、授業料、施設費、教科書は無償です。

〈無償でないもの〉
●小学校 1年生、中学校 1年生の費用の一例です。下記以外にも費用がかかります。また学校や学年によっても異
なります。

　（例）小学校1年生の場合

※その他、PTA費など

　（例）中学校1年生の場合

※その他、PTA費、クラブ活動費など

〈就学援助・就学奨励費〉
区内にお住まいで、国公立の小学校、中学校に在籍する児童、生徒の保護者の方を対象に、所得の状況により、学校
でかかる費用の一部を援助する、就学援助という制度を設けています。
また、区立小学校、中学校の特別支援学級に在籍する児童、生徒（通級学級へ通う児童、生徒を含む）または障害の
ある児童、生徒（学校教育法施行令第 22条の 3に規定する障害の程度に該当するもの）を対象に、所得の状況によ
り就学奨励費を支給することができます。
どちらも申請は毎年度ごとに必要になるので注意してください。
区立小学校、中学校に在籍する児童は入学後に学校から申請書が配られますので、ご希望の場合は申請書を記入し、
学務課学事グループへ提出してください。なお申請書は区役所（3階、7階）、東部区民事務所、西部区民事務所でも
配布しています。区ホームページからもダウンロードできます。また、就学援助・就学奨励費の申請にあたっては、
インターネットから電子申請も可能です。

学校でかかる費用について

教材費（ワークブック、材料費など）
遠足代

年間約13,000 円

ランドセル・体育衣料・上履き・運動靴等 保護者負担があります。

標準服、体育衣料、通学カバン、
上履き、運動靴など

約70,000 円

教材費（ワークブック、材料費など） 年間約24,500 円

校外（宿泊）行事費
保護者負担（一部教育委員会の補助があります）
移動教室代　約17,000円 ※変更する場合があります。

特別支援教育について

特別な教育的支援が必要なお子様のための学習の場として、小学校・中学校に特別支援学級（固定学級・通級指導
学級）、特別支援教室などを設置しています。
特別支援学級や特別支援教室のご利用をお考えの方や就学先について悩まれている場合は、教育センター就学相談
担当へご相談ください。

1 就学相談とは
子どもたちが自信と意欲を持って生き生きと学び、能力を伸ばしていくためには、適切な教育や支援を受けること
が必要です。就学相談は、さまざまな発達の遅れや行動に課題がある児童•生徒のためにより良い教育環境を考えてい
く出発点となる相談の場といえます。
保護者と就学相談員との面接で、一人一人のライフステージを見通しながら、保護者がお子様にどのような教育を
受けさせたいかなどの希望を伺い、お子様の可能性を最大限に伸ばすためにはどのような教育環境や教育内容・方法
が必要かを一緒に考えます。
お子様の様子は、保護者の同意を得たうえで、専門委員がさまざまな検査や観察、また現在利用されている施設・
医療機関などからの資料を参考に把握し、具体的に支援や就学先をご提案させていただきます。なお、プライバシー
の保護には十分配慮しています。
保護者の要望があれば実際に特別支援学級 •特別支援学校などの見学・体験入級をしていただいています。

〈就学相談の流れ〉 教育センター就学相談担当　電話：03（3590）6746

相談受付
保護者から、オンラインまたは電話でお申し込みください（詳細は教育センターホーム
ページをご覧ください）。
※入学後は、在籍の学校へご相談ください。

面　　接 担当する就学相談員と親子で面接します。面接や、ご提出いただく資料をもとに相談資料
を作成します。

就学相談委員会 専門委員が相談の資料やお子様の様子から適切と思われる具体的な支援や就学先をご提案
させていただきます。

就学先の決定 新入学で豊島区立の小学校・中学校に決まった場合は、就学先決定後に入学通知書をお
送りします。

※必要に応じて、学校見学・体験入級ができます。
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